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（報告事項 ）



「子会社管理状況等報告」とは
子会社管理状況等報告は、放送法・経営委員会「内部統制関係議決」・関連団体運営基準で定められている
子会社に対するガバナンスとして実施。（監査委員会又は監査委員への報告）

関連団体運営基準 第22条 第１項 ＮＨＫは、監査委員会が選定する監査委員に対して、定期的に子会社の管理
の状況等を報告する。

内部統制関係議決
会長は、監査委員会が選定する監査委員に対して、定期的に子会社の管理の状況等を報告する

放送法が定める監査委員会又は監査委員による経営委員会に対する報告には、協会による子会
社の管理の状況が含まれるものとする。

放送法
放送法第２９条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
第１項 第１号 ハ 協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして次に掲げる体制の整備

内部統制関係議決では、リスク管理・コンプライアンス、ガバナンス、業務の効率化を中心に業務の適正を
確保するための体制の整備を求めており、本資料ではこの上記３点を柱に実施状況の報告を行う。

内部統制関係議決

(6) 協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制
１ 会長は、協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するため、子会社の取
締役、執行役、業務を執行する社員等（「取締役等」）及び使用人の職務の執行に係る事項の
協会への報告に関する体制、子会社の損失の危険の管理に関する体制、子会社の取締役等の
職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、子会社の取締役等及び使用人の
職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他の協会及びその子会社
から成る集団の業務の適正を確保するための体制を整備する。
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